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北九州市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年６月２５日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第３３号 

北九州市市税条例の一部を改正する条例 

 北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）の一部を次のように

改正する。 

第１９条中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」

に改める。 

第２６条第１項ただし書中「若しくは法」を「、法」に改め、「扶養控除額

」の次に「若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規

定する特定親族をいう。第２７条の２第１項第３号及び第２７条の３第１項に

おいて同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）に

係るものを除く 。）」 を加える。 

第２７条の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える

。 

第２７条の３第１項各号列記以外の部分中「者に限る 。）」 の次に「若しく

は特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５

万円以下であるものに限る 。）」 を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「

又は特定親族」を加える。 

付則第５条の２の３を次のように改める。 

（公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第５条の２の３ 当分の間、法附則第３条の２の３第２項に規定する公益法人

等を同項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第３条の

２の３で定めるところにより、これに同項に規定する財産に係る山林所得の

金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。 

付則第１５条の９中「令和７年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改

める。 

付則第２９条の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第２９条の２ 令和８年４月１日以後に第７５条第１項の売渡し又は同条第２

項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行われ

た加熱式たばこ（第７４条の２第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第７

６条の２の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条にお

いて同じ。）に係る第７７条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規
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定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る方法により換算した紙巻たばこ（第７４条の２第１号アに掲げる紙巻たば

こをいう。以下この項及び次項において同じ。）の本数によるものとする。 

（１） 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。

）を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので

巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施

行規則附則第８条の４の２に規定するところにより直接加熱することによ

って喫煙の用に供されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィ

ルターその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る部分の

重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の０．３５グラ

ムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこ

の１本当たりの重量が０．３５グラム未満である場合にあっては、当該加

熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算する方法 

（２） 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の

０．２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加

熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあ

っては、当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本

に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を

受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの

重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われ

た加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ご

との数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計

重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に

０．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする

。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第７６条の２の規定により製造たば

ことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、同号た

だし書の規定は、適用しない。 

（１） 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるも

の 

（２） 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第７６条の２の規定により製

造たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式

たばこ（同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であっ
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て当該加熱式たばこのみの品目のもの 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第１９条、第２６条第１項ただし書、第２７条の２第１項第３号並

びに第２７条の３第１項各号列記以外の部分及び同項第３号の改正規定並

びに次条の規定 令和８年１月１日 

（２） 付則第２９条の次に１条を加える改正規定及び付則第４条の規定 

令和８年４月１日 

（３） 付則第５条の２の３の改正規定 規則で定める日 

 （個人市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の北九州市市税条例（以下「新条例」という。）第１９条及び

第２６条第１項ただし書の規定は、令和８年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２６条第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定

親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第２７条の２第１項

第３号及び第２７条の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８

５万円以下であるものに限る。）に係るものを除く 。）」 とあるのは、「特

定親族特別控除額」とする。 

３ 新条例第２７条の２第１項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日

（以下「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第２６条第

１項ただし書に規定する給与について提出する新条例第２７条の２第１項及

び第３項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に支払を受ける

べき改正前の北九州市市税条例（以下「旧条例」という。）第２６条第１項

ただし書に規定する給与について提出した旧条例第２７条の２第１項及び第

３項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

４ 新条例第２７条の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）について提出する新条例第２７条の３第

１項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき

公的年金等について提出した旧条例第２７条の３第１項の規定による申告書
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については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例付則第１５条の９の規定は、同条に規定する要件に該当する家

屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地が令和７年４月１日からこ

の条例の施行の日までの間に新設され、若しくは増設され、又は取得された

場合についても適用する。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例付則第２９条の２

第１項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たば

こ税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、北九州市市税条例第７

５条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱

式たばこに係る同条例第７７条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及

び新条例付則第２９条の２の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本

数の合計数によるものとする。 

（１） 北九州市市税条例第７７条第３項の規定により換算した紙巻たばこ

（新条例付則第２９条の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号にお

いて同じ。）の本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

（２） 新条例付則第２９条の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に

０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

 

6



北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

令和７年６月２５日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第３４号 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の 

一部を改正する条例 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年北

九州市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

 

高須団地地区

整備計画区域 

北九州広域都市計画高須団地地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域 

 

 
 
 

高須団地地区

整備計画区域 

北九州広域都市計画高須団地地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域 

 

 

 

 

払川地区地区

整備計画区域 

北九州広域都市計画払川地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域 

 

改める。 

別表第２中 

 
高須団地地区

整備計画区域 
次に掲げる建築物以外のも

の 
（１） 住宅（住戸の数が

３以上の長屋を除く。次

号において同じ。） 

（２） 住宅で令第１３０

条の３第１号から第６号

までに掲げる用途を兼ね

るもの 

（３） 住戸の数が２の共

同住宅 

（４） 地区集会所、公民

館、又は診療所 

（５） 巡査派出所、公衆

電話所その他これらに類

する公益上必要な建築物 

（６） 前各号の建築物に

付属するもの  

   ２００平方メ

ートル 
   ９メートル    

 

 
高須団地地区

整備計画区域 
次に掲げる建築物以外のも

の 
   ２００平方メ

ートル 
   ９メートル    

「 

「 

」 

」 

「 

「 

を 

に 

」 

を 
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 （１） 住宅（住戸の数が

３以上の長屋を除く。次

号において同じ。） 

（２） 住宅で令第１３０

条の３第１号から第６号

までに掲げる用途を兼ね

るもの 

（３） 住戸の数が２の共

同住宅 

（４） 地区集会所、公民

館、又は診療所 

（５） 巡査派出所、公衆

電話所その他これらに類

する公益上必要な建築物 

（６） 前各号の建築物に

付属するもの  

           

払川地区地区

整備計画区域 
次に掲げる建築物以外のも

の 
（１） 本市で生産された

農産物の販売を主たる目

的とする店舗 

（２） 農産物の生産、集

荷、処理、貯蔵又は加工

に供する建築物 

（３） 研修の用に供する

事務所 

（４） 集会所 
（５） 物品販売業を営む

店舗の用途に供するもの

でその用途に供する部分

の床面積の合計が１，５

００平方メートル以内の

もの 

（６） 銀行の支店 
（７） 前各号の建築物に

付属するもの 

１０分

の６ 
 １０分

の４ 
５００平方メ

ートル 
外壁等の面か

ら道路境界線

までの距離 

２．０

メート

ル 

（１） 外壁等

の中心線の長

さの合計が３

．０メートル

以下であるも

の 
（２） 物置そ

の他これに類

する用途に供

し、軒の高さ

が２．３メー

トル以下で、

かつ、床面積

の合計が５平

方メートル以

内であるもの 
（３） 自動車

車庫（令第１

３６条の９第

１号イに該当

するものに限

る。） 
（４） 自転車

駐車場 

１０メート

ル 
   

外壁等の面か

ら隣地境界線

までの距離 

１．０

メート

ル 

 

改める。 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

に 

」 
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北九州市立思永中学校温水プール使用料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

令和７年６月２５日 

北九州市長 武 内 和 久  

北九州市条例第３５号 

北九州市立思永中学校温水プール使用料条例の一部を改正する条

例 

北九州市立思永中学校温水プール使用料条例（平成２０年北九州市条例第６

４号）の一部を次のように改正する。 

別表の専用の項中「１時間又はその端数ごとに」を「１レーン（１時間以内

）」に、「４，９８０円」を「７１０円」に、「７，８７０円」を「１，１２

０円」に、「５，９４０円」を「８５０円」に、「９，８８０円」を「１，４

１０円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用に係

る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 
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北九州市告示第２８８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとお

り市道の路線を認定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 起 点 終 点 

６４２３ 朽網東４６号

線 

小倉南区朽網東二丁

目 

小倉南区朽網東二丁

目 

６４２４ 葛原東６５号

線 

小倉南区葛原東五丁

目 

小倉南区葛原東五丁

目 

６４２５ 葛原東６６号

線 

小倉南区葛原東五丁

目 

小倉南区葛原東五丁

目 

６４２６ 葛原東６７号

線 

小倉南区葛原東五丁

目 

小倉南区葛原東五丁

目 

６４２７ 津田７１号線 小倉南区津田一丁目 小倉南区津田一丁目 

６４２８ 蜷田若園５４

号線 

小倉南区蜷田若園三

丁目 

小倉南区蜷田若園三

丁目 

６４２９ 南方１４９号

線 

小倉南区南方三丁目 小倉南区南方三丁目 

２１１４ 平野１５号線 八幡東区平野三丁目 八幡東区平野三丁目 

２１１５ 平野１６号線 八幡東区平野三丁目 八幡東区平野三丁目 

２１１６ 平野１７号線 八幡東区平野三丁目 八幡東区平野三丁目 

10



２１１７ 平野１８号線 八幡東区平野三丁目 八幡東区平野三丁目 

７１４７ 吉祥寺町２８

号線 

八幡西区吉祥寺町 八幡西区吉祥寺町 

７１４８ 木屋瀬１１１

号線 

八幡西区木屋瀬五丁

目 

八幡西区木屋瀬五丁

目 

７１４９ 大膳２９号線 八幡西区大膳二丁目 八幡西区大膳二丁目 

７１５０ 東筑２９号線 八幡西区東筑一丁目 八幡西区東筑一丁目 

７１５１ 東筑３０号線 八幡西区東筑一丁目 八幡西区東筑一丁目 

７１５２ 町上津役東５

２号線 

八幡西区町上津役東

二丁目 

八幡西区町上津役東

二丁目 

１９０２ 土取町１４号

線 

戸畑区土取町 戸畑区土取町 

１９０３ 土取町１５号

線 

戸畑区土取町 戸畑区土取町 
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北九州市告示第２８９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、次のと

おり市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 新

旧

別 

起 点 終 点 

３３８４ 貫１５３号

線 

新 小倉南区東貫三丁目 小倉南区東貫三丁目 

旧 小倉南区大字貫 小倉南区大字貫 

３０１７ 二島８２号

線 

新 若松区南二島一丁目 若松区赤岩町 

旧 若松区東二島一丁目 若松区赤岩町 
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北九州市告示第２９０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次のと

おり市道の路線を廃止する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 起 点 終 点 

３００１ 長野２４号線 小倉南区舞ケ丘六丁

目 

小倉南区舞ケ丘六丁

目 

４２９３ 萩原１７号線 八幡西区萩原二丁目 八幡西区萩原二丁目 

４７４１ 藤田３８号線 八幡西区黒崎城石 八幡西区大字藤田 
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北九州市公告第４４３号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和７年６月２５日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  物品等の名称及び数量   

   プラスチック収集用指定袋 ４３０万枚  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

  令和７年６月１２日     

４  落札者の名称及び住所   

プラテツク株式会社 

福岡市博多区金の隈三丁目６番２２号 

５  落札金額   

   ２，４０７万５，７００円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日         

    令和７年５月１日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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